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発電用火力設備の技術基準の解釈（２０１３０５０７商局第２号）新旧対照表 
 

（下線部は改正部分、二重線は新設部分） 

改正後 改正前 

発電用火力設備の技術基準の解釈 

 

制定 平成 25年 5月 17日  

20130507商局第 2号  

 

本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５１号。以下

「省令」という。）に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したものである。 

なお、省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、

省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断

するものである。 

 

発電用火力設備の技術基準の解釈 

 

制定 平成 25年 5月 17日  

20130507商局第 2号  

 

本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５１号。以下

「省令」という。）に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したものである。 

なお、省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、

省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断

するものである。 

 

目次  

 第１章 総則（第１条） 

第２章 ボイラー等及びその附属設備（第２条－第１７条） 

第３章 蒸気タービン及びその附属設備（第１８条－第２７条） 

第４章 ガスタービン及びその附属設備（第２８条－第３５条） 

第５章 内燃機関及びその附属設備（第３６条－第４２条） 

第６章 燃料電池設備（第４３条－第４９条の２） 

第７章 液化ガス設備（第５０条－第８４条） 

第８章 ガス化炉設備（第８５条－第１０２条） 

第８章の２ バイオマス発電設備（第１０２条の２） 

第９章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備（第１０３条－第１０４条） 

第９章の２ スターリングエンジン及びその附属設備（第１０４条の２－第１０４条の７） 

第１０章 溶接部（第１０５条－第１６６条） 

第１節 総則（第１０５条－第１０６条） 

第２節 溶接の施工方法（第１０７条－第１１３条） 

第３節 ボイラー等（第１１４条－第１３１条） 

第４節 熱交換器等（第１３２条－第１４９条） 

第５節 液化ガス設備（第１５０条－第１６６条） 

第１１章 その他規格等の適用（第１６７条） 

 

目次  

 第１章 総則（第１条） 

第２章 ボイラー等及びその附属設備（第２条－第１７条） 

第３章 蒸気タービン及びその附属設備（第１８条－第２７条） 

第４章 ガスタービン及びその附属設備（第２８条－第３５条） 

第５章 内燃機関及びその附属設備（第３６条－第４２条） 

第６章 燃料電池設備（第４３条－第４９条の２） 

第７章 液化ガス設備（第５０条－第８４条） 

第８章 ガス化炉設備（第８５条－第１０２条） 

（新設） 

第９章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備（第１０３条－第１０４条） 

第９章の２ スターリングエンジン及びその附属設備（第１０４条の２－第１０４条の７） 

第１０章 溶接部（第１０５条－第１６６条） 

第１節 総則（第１０５条－第１０６条） 

第２節 溶接の施工方法（第１０７条－第１１３条） 

第３節 ボイラー等（第１１４条－第１３１条） 

第４節 熱交換器等（第１３２条－第１４９条） 

第５節 液化ガス設備（第１５０条－第１６６条） 

第１１章 その他規格等の適用（第１６７条） 

 

第 1章～第 5章 (略) 

 

第 1章～第 5章 (略) 

第 6章 燃料電池設備 

（燃料電池設備の材料） 

第４３条 (略) 

２ (略) 

第 6章 燃料電池設備 

（燃料電池設備の材料） 

第４３条 (略) 

２ (略) 
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改正後 改正前 

 一 施行規則第４８条第２項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号イに該当するものを除く。）

に係る燃料電池設備の材料 

 二 (略) 

３～５(略) 

 

第４４条 （略） 

 一 施行規則第４８条第２項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号イに該当するも 

のを除く。）に係る燃料電池設備の構造 

 二 （略） 

２～３ （略） 

 

第４５条、第４６条 (略) 

 

（安全弁等） 

第４７条 (略) 

２ (略) 

 一 施行規則第４８条第２項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号イに該当するものを除く。）

に係る燃料電池設備の安全弁。 

 二 (略) 

３～６ (略) 

 

第４８条 (略) 

 

（非常停止装置） 

第４９条 (略) 

２ (略) 

３ 前二項の規定にかかわらず、施行規則第４８条第２項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号

イに該当するものを除く。）に係る燃料電池設備は、省令第３４条第１項に適合するものと解釈する。 

 

第４９条の２ (略) 

 一 施行規則第４８条第４項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号イに該当するものを除く。）

に係る燃料電池設備の材料 

 二 (略) 

３～５(略) 

 

第４４条 （略） 

 一 施行規則第４８条第４項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号イに該当するも 

のを除く。）に係る燃料電池設備の構造 

 二 （略） 

２～３ （略） 

 

第４５条、第４６条 (略) 

 

（安全弁等） 

第４７条 (略) 

２ (略) 

 一 施行規則第４８条第４項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号イに該当するものを除く。）

に係る燃料電池設備の安全弁。 

 二 (略) 

３～６ (略) 

 

第４８条 (略) 

 

（非常停止装置） 

第４９条 (略) 

２ (略) 

３ 前二項の規定にかかわらず、施行規則第４８条第４項第五号に該当する燃料電池発電設備（同号

イに該当するものを除く。）に係る燃料電池設備は、省令第３４条第１項に適合するものと解釈する。 

 

第４９条の２ (略) 

 

第 7章～第 8章 (略) 

 

第 8章の 2 バイオマス発電設備 

（バイオマス発電設備の技術基準の解釈） 

第１０２条の２ 省令第６８条の２第１項に規定する「一日のガス発生能力」とは、可燃性ガスに該

当するものをいう。 

２ 省令第６８条の２第１項に規定する技術基準の解釈については、ガス工作物技術基準の解釈例（平

成２６年３月１９日制定）、第６条から第８条まで、第１０条から第１２条まで、第１３条（第１項第

一号イからロまで及びホ並びに第十二号並びに第２項第二号ロ、第三号、第四号イからロまで、第五

号イからロまで、第六号及び第七号までを除く。）、第１４条、第１８条、第１９条、第３７条（第１

第 7章～第 8章 (略) 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

項第１号ニを除く。）、第４１条（第３項を除く）、第４１条の２、第４３条から第４６条の２まで、第

５０条（第１項第五号を除く。）、第５１条（第１項第三号イからロまで、第２項第五号及び第３項を

除く。）、第５２条第１項及び第２項、第７３条（第１項第二号から第四号まで、第五号ロ、第七号、

第九号及び第十号並びに第２項を除く。）、第７４条（第１項第一号ヘ、第二号から第四号まで、第六

号から第八号までを除く。）、第７５条、第７６条（第二号、第六号から第八号までを除く。）、第７７

条、第７９条、第８０条まで、第８１条第１項、第８４条（第１項第二号を除く。）、第８９条、第９

０条第一号、第１００条第２項、第１０３条から第１０５条、第１１３条（第２項から第５項までを

除く。）並びに第１１９条の規定を準用する。この場合において、「ガス工作物」とあるのは「電気工

作物」と読み替えるものとする。 

 

第 9章～第 11章 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9章～第 11章 （略） 

  

 

   附 則（２０２１０３１９保局第１号） 

この解釈は、令和３年４月１日から施行する。  
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電気事業法施行規則第５０条第２項の解釈適用に当たっての考え方（内規）(２０１６０９０５商局第２号)新旧対照表 
（下線部は改正部分、二重線は新設部分） 

改正後 改正前 

 

経 済 産 業 省 
 

２０１６０９０５商局第２号 

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ２ ３ 日 

改正 ２０２１０３１９保局第１号 

令 和 ３ 年  月  日 

 

 

 

電気事業法施行規則第５０条第２項の解釈適用に当たっての考え方（内規） 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第４２条第１項に規定する保安規程

（以下「保安規程」という。）の記載事項については、電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第

７７号。以下「省令」という。）第５０条第１項において、事業用電気工作物であって、一般送配電事

業、送電事業又は発電事業（法第３８条第３項第４号に掲げる事業に限る。以下同じ。）の用に供する

ものと、それ以外の事業用電気工作物に区分し、保安を一体的に確保することが必要な組織ごとに定

めることとしている。一般送配電事業、送電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物の設置

者（以下「事業者」という。）の定める保安規程については、省令第５０条第２項に掲げる事項につい

て記載することが求められ、自主保安活動を行う上での基本的なルールを事業者自らの責任において

適切に定めるべく、下記のように記載されることが必要である。 

 なお、本内規に定める保安規程の記載事項は、経済産業省が、本内規の制定時において、一般送配

電事業、送電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物の保安確保に必要と考える標準的記載

事項である。 

  

 

経 済 産 業 省 
 

２０１６０９０５商局第２号 

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ２ ３ 日 

 

 

 

 

 

電気事業法施行規則第５０条第２項の解釈適用に当たっての考え方（内規） 

 

 

経済産業省大臣官房商務流通保安審議官 

 

 

 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第４２条第１項に規定する保安規程

（以下「保安規程」という。）の記載事項については、電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第

７７号。以下「省令」という。）第５０条第１項において、事業用電気工作物であって、一般送配電事

業、送電事業又は発電事業（法第３８条第４項第４号に掲げる事業に限る。以下同じ。）の用に供する

ものと、それ以外の事業用電気工作物に区分し、保安を一体的に確保することが必要な組織ごとに定

めることとしている。一般送配電事業、送電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物の設置

者（以下「事業者」という。）の定める保安規程については、省令第５０条第２項に掲げる事項につい

て記載することが求められ、自主保安活動を行う上での基本的なルールを事業者自らの責任において

適切に定めるべく、下記のように記載されることが必要である。 

 なお、本内規に定める保安規程の記載事項は、経済産業省が、本内規の制定時において、一般送配

電事業、送電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物の保安確保に必要と考える標準的記載

事項である。 

１．～１１． 〔略〕 

 

１２．第１５号(その他保安上必要な事項) 

十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 

１．～１１． 〔略〕 

 

１２．第１５号(その他保安上必要な事項) 

十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 

 

サイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定

するサイバーセキュリティをいう。）を確保するため、次の各号により適切な措置が講じられることが

必要である。 

 

サイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定

するサイバーセキュリティをいう。）を確保するため、次の各号により適切な措置が講じられることが

必要である。 
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改正後 改正前 

一 スマートメーターシステムにおいては、日本電気技術規格委員会規格ＪＥＳＣ Ｚ０００３（２ 

０１９）「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」によること。 

二 電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格ＪＥＳＣ Ｚ０００４（２０１９）

「電力制御システムセキュリティガイドライン」によること。 

 

また、本号は前に掲げるもののほか、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を行う

上で事業者の判断により必要となるものについて記載することを想定した規定である。 

 

一 スマートメーターシステムにおいては、日本電気技術規格委員会規格ＪＥＳＣ Ｚ０００３（２ 

０１６）「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」によること。 

二 電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格ＪＥＳＣ Ｚ０００４（２０１６）

「電力制御システムセキュリティガイドライン」によること。 

 

また、本号は前に掲げるもののほか、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を行う

上で事業者の判断により必要となるものについて記載することを想定した規定である。 

 

 

附 則（２０２１０３１９保局第１号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）

（２０１６１００５商局第１号） 
 

（下線部は改正部分、二重線は新設部分） 

改正後 改正前 

 

経 済 産 業 省 
 

                              ２０１６１００５商局第１号   

                              平成２８年１０月２５日   

   改正 ２０１７０４０６商局第２号   

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ２ ８ 日    

   改正 ２０２０１２１８保局第４号   

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日   

   改正 ２０２１０３１９保局第１号   

令 和 ３ 年  月  日   

 

 

 

   ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の 

   把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規） 

 

 

 

        経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 太田 雄彦 

 

 

 

 電気関係報告規則（昭和４６年通商産業省令第５４号。以下「報告規則」という。）及び原子力発電

工作物に係る電気関係報告規則（平成２４年経済産業省令第７１号。以下「原子力報告規則」という。）

の規定に基づき、電気工作物及び原子力発電工作物（以下「電気工作物等」という。）であってポリ塩

化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するもの（以下「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等」とい

う。）の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理を行うため、標準実施要領を下記のとおり定める。 

 なお、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を現に設置している又は予備として有している者は、

確実に、そのポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を廃止するよう努めなければならない。 

 

記 

 

 

経 済 産 業 省 
 

                              ２０１６１００５商局第１号   

                              平成２８年１０月２５日   

   改正 ２０１７０４０６商局第２号   

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ２ ８ 日   

   改正 ２０２０１２１８保局第４号   

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日   

 

 

 

 

 

   ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の 

   把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規） 

 

 

 

        経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 太田 雄彦 

 

 

 

 電気関係報告規則（昭和４６年通商産業省令第５４号。以下「報告規則」という。）及び原子力発電

工作物に係る電気関係報告規則（平成２４年経済産業省令第７１号。以下「原子力報告規則」という。）

の規定に基づき、電気工作物及び原子力発電工作物（以下「電気工作物等」という。）であってポリ塩

化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するもの（以下「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等」とい

う。）の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理を行うため、標準実施要領を下記のとおり定める。 

 なお、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を現に設置している又は予備として有している者は、

確実に、そのポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を廃止するよう努めなければならない。 

 

記 

 

Ⅰ． （略） 

 

Ⅰ． （略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ．ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等に関する届出（報告規則第４条の２及び原子力報告規則第

４条の２関係） 

 

１．届出対象となる電気工作物等の種類 

報告規則第１条第２項第１２号に規定するポリ塩化ビフェニル含有電気工作物又は原子力報告

規則第１条第２項第８号に規定するポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に該当する可能性

がある電気工作物等については、平成２８年経済産業省告示第２３７号（以下「告示」という。）

第１条及び平成２８年経済産業省・原子力規制委員会告示第１号（以下「原子力告示」という。）

第１条において、それぞれ共通の１２種類のものが示されており、それぞれの電気工作物等の種

類は、次の各号に規定するものをいう。 

なお、ブッシングについては、別の電気工作物等と一体となって構成されることから、当該ブ

ッシングにポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が使用されている場合は、当該別の電気工作物

等もポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が使用されているものとして取り扱う。 

一 変圧器（報告規則第１条第２項第１２号に規定するポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の

場合、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３８条第３項各号に掲げる事業を営む者

が設置する柱上変圧器を除く。） 

二～十二 （略） 

 

Ⅱ．ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等に関する届出（報告規則第４条の２及び原子力報告規則

第４条の２関係） 

 

１．届出対象となる電気工作物等の種類 

報告規則第１条第２項第１２号に規定するポリ塩化ビフェニル含有電気工作物又は原子力報告

規則第１条第２項第８号に規定するポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に該当する可能性

がある電気工作物等については、平成２８年経済産業省告示第２３７号（以下「告示」という。）

第１条及び平成２８年経済産業省・原子力規制委員会告示第１号（以下「原子力告示」という。）

第１条において、それぞれ共通の１２種類のものが示されており、それぞれの電気工作物等の種

類は、次の各号に規定するものをいう。 

なお、ブッシングについては、別の電気工作物等と一体となって構成されることから、当該ブ

ッシングにポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が使用されている場合は、当該別の電気工作物

等もポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が使用されているものとして取り扱う。 

一 変圧器（報告規則第１条第２項第１２号に規定するポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の

場合、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３８条第４項各号に掲げる事業を営む者

が設置する柱上変圧器を除く。） 

二～十二 （略） 

 ２．～６． （略） ２．～６． （略） 

７．高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等の管理状況届出 

管理状況届出を要する場合は、前年度末に高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を設置

している又は予備として有している場合である。事業用電気工作物を設置する者（電気事業法第

３８条第３項各号に掲げる事業を営む者、自家用電気工作物を設置する者及び原子力発電工作物

を設置する者を含む。以下同じ。）は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を設置してい

る又は予備として有しているかを把握するため、当該事業用電気工作物の保安監督に携わってい

る電気主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人に、当該事業用電気工作物の中に高濃度ポ

リ塩化ビフェニル含有電気工作物等に該当するものがあるか確認させることが必要である。確認

の際には、毎年度、年次点検等において、上記１．のいずれかに該当する電気工作物等に表示さ

れた内容を目視で確認すること。ただし、これまでに行った確認の記録等を確認することや、当

該事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者が確認した結果を電気主任技術者が確認

することでも差し支えない。なお、確認にあたっては、事業用電気工作物を設置する者は、電気

主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人の指摘、指示等に従い、安全上の配慮を十分に行

うとともに、やむを得ず、無停電点検にて現場確認を行わせることとなる場合には、感電の恐れ

がある充電部に決して近づかないよう細心の注意を払わせること。 

管理状況届出書の提出にあたっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等の設置者等

は、当該年度の６月３０日までに当該高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等の設置場所等

を管轄する産業保安監督部長等に届け出ること。 

管理状況届出書の作成にあたっては、報告規則様式１３の６又は原子力報告規則様式第７の備

考のほか、次の各号に従うこと。 

一～五 （略） 

 

７．高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等の管理状況届出 

管理状況届出を要する場合は、前年度末に高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を設置

している又は予備として有している場合である。事業用電気工作物を設置する者（電気事業法第

３８条第４項各号に掲げる事業を営む者、自家用電気工作物を設置する者及び原子力発電工作物

を設置する者を含む。以下同じ。）は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等を設置してい

る又は予備として有しているかを把握するため、当該事業用電気工作物の保安監督に携わってい

る電気主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人に、当該事業用電気工作物の中に高濃度ポ

リ塩化ビフェニル含有電気工作物等に該当するものがあるか確認させることが必要である。確認

の際には、毎年度、年次点検等において、上記１．のいずれかに該当する電気工作物等に表示さ

れた内容を目視で確認すること。ただし、これまでに行った確認の記録等を確認することや、当

該事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者が確認した結果を電気主任技術者が確認

することでも差し支えない。なお、確認にあたっては、事業用電気工作物を設置する者は、電気

主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人の指摘、指示等に従い、安全上の配慮を十分に行

うとともに、やむを得ず、無停電点検にて現場確認を行わせることとなる場合には、感電の恐れ

がある充電部に決して近づかないよう細心の注意を払わせること。 

管理状況届出書の提出にあたっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等の設置者等

は、当該年度の６月３０日までに当該高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物等の設置場所等

を管轄する産業保安監督部長等に届け出ること。 

管理状況届出書の作成にあたっては、報告規則様式１３の６又は原子力報告規則様式第７の備

考のほか、次の各号に従うこと。 

一～五 （略） 

 

８．～１１． （略） ８．～１１． （略） 
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   附 則（２０２１０３１９保局第１号） 

 この標準実施要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 


